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令和５年４月１日付教育委員会事務局の組織改正等について 

 

市民ボランティア、大学、経済界等の参画による京都ならではの「地域力」、「文化力」、「人間力」

を結集し、一人一人の子どもを徹底的に大切にする本市教育理念の下、令和５年度においても、本市ならで

はの学力向上対策やＧＩＧＡスクール構想による一人一台端末環境を活用した個別最適な学びと協働的な学

びの一体的な充実、文化庁移転も契機とした伝統文化体験の推進、また、障害のある子どもへの教育や高校

改革、いじめ対策、不登校児童生徒支援等にも取り組む。 

更に、市立中学校全員制給食実施に向けた調査や中学校休日運動部活動の地域移行、教員の働き方改革・

教職の魅力発信等の喫緊の課題への対応や図書館での電子図書の充実をはじめとした市民の生涯学習環境の

充実にも取り組む。 

こうした更なる教育改革の推進と施策の前進を通した、家庭環境や経済状況にかかわらず、全ての子ども

たちに伝統と文化を受け継ぎ、次代と自らの未来を創造する力を育むための学校教育の充実と、まち全体を

学びの場とする生涯学習のまちづくりに向け、令和５年４月１日付けで、次のとおり組織改正等を行う。 

 

１ 「体育健康教育室」の体制強化 

  市立中学校全員制給食実施に向けた調査実施、中学校の休日運動部活動の地域移行推進などを着実に推

進するため体育健康教育室に担当部長を設置し、全員制中学校給食の調査等を担当する担当係長を設置し

ます。 

 

２ いじめ対策、不登校など児童生徒支援体制の強化 

  いじめ事案への迅速な対応、子どもたちの多様な学びの場の確保等を含めた不登校支援、生徒指導提要

改訂に伴う発達支持的生徒指導への充実、関係局と連携したヤングケアラー支援等、子ども一人一人に丁

寧に寄り添った適切な支援を充実させるため、生徒指導課に担当係長の増員を行います。 

 

３ 教育ＤＸの推進に向けた体制強化 

  ＧＩＧＡスクールの構想の本格活用元年（令和３年度）、充実期（令和４年度）に続く、次の段階である

令和５～７年度の３年間において、将来的な教育のＤＸの実現を見据えつつ、教育の情報化の観点から、

目指すべき姿や取組の道筋を定めた「ＫＹＯＴＯ×教育ＤＸビジョン」（令和４年度末策定）の下、学校な

らではの直接体験を伴う集団の中での学びと、ＩＣＴを効果的に活用した学びを組み合わせながら、本市

学校教育の一層の充実を図るため、専任の指導主事（教育職）を増員します。 

 

４ 西陵中学校区及び小栗栖中学校区小中一貫教育校の開校に向けた体制整備 

令和７年４月に開校予定の「西陵中学校区小中一貫教育校」及び「小栗栖中学校区小中一貫教育校」に

おける教育構想について、関係各課・学校と連携して多角的な検討を行うため、指導部に「西陵中学校区

小中一貫教育校教育企画推進室」及び「小栗栖中学校区小中一貫教育校教育企画推進室」（課相当）を新設

します。 

※指導部学校指導課職員の兼職による体制 

 

５ 行財政改革計画に掲げる取組の着実な推進 

  関係所属での業務の見直し、集中と選択等により、本市が全庁挙げて取り組む行財政改革計画（令和３

年８月策定）に掲げた施設のあり方の検討や施設のＬＥＤ化等の取組の着実な進展に向け取り組みます。 

室 長（学校指導課首席指導主事） 

副室長（学校指導課担当課長及び学校指導課首席指導主事） 

担当係長（学校指導課初等教育係長及び中学校教育係長） 


